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保育所地域子育て支援事業費

戦略項目

担当名:担当名:保育運営・幼保連携担当

01　　　子育ての安心

010101　子育て支援の充実

予算額

決定額 221,421221,421
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221,421221,421 221,421221,421
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多子世帯保育料軽減事業

１　事業の概要

　保育所等に入所する第三子以降の児童の保育料を助成

することにより、多子世帯における経済的負担の軽減を

図り、少子化解消の一助とする。

２　事業主体及び負担区分

国10/10

３　地方財政措置の状況

なし

４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員

9,500千円×0.5人＝4,750千円

５　事業説明
（１）事業内容
　　　多子世帯保育料軽減事業　　　　　　221,421千円
　　　現在、国が行っている多子軽減制度は、保育所等に入所する児童のうち第２子の保育料が半額、第３子以降が全額
　　免除となっている。本事業は、現行制度よりも減免対象範囲を拡大し、多子世帯における経済的負担の軽減を図る。
（２）事業計画
　　　対象となる世帯に係る経費の半分を補助する。
　　　【対象】同一世帯の第３子以降で３歳未満の児童が認可保育所等を利用している世帯
（３）事業効果
　　　多子世帯の経済的負担を軽減することで、希望する人数の子育てを支援し、少子化の改善を図る。

(単位：千円)
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